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2.地下水汚染 

 

 

 

 

 

分析方法 

・地下水の水質汚濁に係る環境基準について 

（平成 9 年 環告 10 号） 

砒素・鉛分析 

上流観測井戸 4 地点 

下流観測井戸 1 地点 

基準に不適合 

対応措置の検討 

（埋立てに伴い埋設された場合は上流に移動） 

調査頻度 

砒素…1 回/月 

鉛 …1 回/年 

※基準値は、当該処分場埋立前の観測井戸に

おける最高値 

項目 基準
砒素 0.022㎎/ℓ
鉛 0.13㎎/ℓ

地下水の基準　　※1

※観測井戸№5，№4，№8-3 は、上流に移設。（図－2（2）参照） 

 観測井戸№7-3 は、埋立てにより消滅したため、上流の№6 を利用。 

図－2（1） 観測井戸設置位置等 

凡   例 

● 観測井戸調査位置 

▼ 放流槽調査位置 
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地下水 埋立区域 

上流観測井戸 4 地点 下流観測井戸 1 地点 
※1 

浸透水 埋立区域 

上流沢水 2 地点 処理前 処理後 

放流 

砒素除去装置 

※2 

沈砂池 放流 

表流水 

（埋立区域外） 

   調査地点 

表流水 

（埋立区域内） 
調整池 

図－3 水質・地下水調査フロー図 

※1 ・事後調査計画時 上流観測井戸地点数は 7 地点 

   （№4，№5，№6，№7-1，№7-2，№8-1，№8-2） 

   ・平成 23 年 9 月 「№7-3」，「№8-3」地点より採水 

   埋立てにより「№7-1」，「№7-2」，「№8-1」，「№8-2」が消滅したため、それぞれ

の上流に「№7-3」及び「№8-3」を新設。 

   ・平成 25 年 3 月 「№5-1」，「№8-4」地点より採水 

   埋立てにより「№5」及び「№8-3」が消滅したため、それぞれの上流に「№5-1」

及び「№8-4」を新設。 

   また、「№7-3」も消滅したが、同じ水系の上流に「№6」が位置していたため、

新たな井戸は設置せず。 

   ・平成 25 年 7 月 「№4-1」地点より採水 

埋立てにより「№4」が消滅したため、上流に「№4-1」を新設。 

   ・平成 26 年 9 月 「№4-1」，「№6」採水不能 

平成 26 年 8 月 20 日の降雨により消滅したため、上流に「№4-2」及び「№6-1」

を新設。平成 26 年 10 月より採水予定。 

 

※2 ・事後調査計画時 上流沢水調査地点は 5 地点 

   （S09，S11，S14，S16，S17） 

   ・調査開始前より、「S16」，「S17」は水量不足により採水不能のため、調査地点と

せず。 

   ・平成 24 年 11 月 「S09」地点の水量不足により採水不能のため、調査地点とせず。 
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拡大図 

埋立地外 

表面水 

埋立地内 

地下水 

埋立地内 

表面水 

調整池 

最終処分場 

沈砂池 

処理前調査地点 

処理後及び放流槽

調査地点 

下流観測井戸 

調査地点 

沈砂池（放流槽） 

砒素除去装置 

放流 

処理前 

処理後 

放流槽 

下流観測井戸  

図－4 水質・地下水調査位置（最下流） 


